
 

四日市市総合治水対策協議会 
第三回協議会 議 事 録 

日   時 ２００８年 ３月 ２７日（木） 自 １４：００～至 １６：００ 

出 席 者 別紙のとおり（委員欠席：塚田委員） 

場   所 上下水道局 3階 第 3会議室 記録作成者 事務局 承認  

（１）行政・市民・企業等の行動案 

（２）総合治水対策の推進計画 

（３）総合治水の PRと進行管理 

議
事
内
容 

（４）協議会の提言書（案） 

・第二回協議会議事録、ご質問について 

・第二回協議会資料、スライド資料 

・パンフレット 

資 
 
料 

・提言書（案） 

打 合 せ 事 項 対 策 ・ 合 意 事 項 等 
【開会】 
 
 

木本会長： 
 今、定刻少し前ですけれども、第三回総合治水対策協議会を始めさ
せていただきます。開催に先立ちまして、市側を代表して宮田副会長
よりご挨拶を賜わりたいと思います。よろしくお願い致します。 
 
宮田副会長： 
 今日皆様方年度末お忙しいところわざわざお越しいただきましてど
うもありがとうございます。ちょっと私年度末でいろいろありますの
で、途中で抜けさせていただきます非礼をお詫び申し上げます。非常
に皆様方にいろんな面から検討していただきまして、どうもとかく
我々行政というものは予算をどうやるかというようなところに意識が
いってしまうところがあるのですが、行政の担当が何をやるのかとい
うような議論になってしまうのですけれども、前回の協議会でももっ
と幅広くいろんな面から、役所として本当にこれだけがすることかと
いうご意見もいろいろいただいておりますけど、今回ご質問などにつ
きましても後ほど事務局から説明もあると思いますけど、第一回の協
議会、この中でも４番目とか、５番目とか土地利用に関しても深い専
門的な観点からご意見をいただいて、これは大変我々もこれからの行
政に役に立っていますけれども、今回、全般についてまとめていただ
くような形の会議で今回の会議をさせていただくことになると思うの
ですけど、提言書までの議論の中で議事録の中で作成しておりますけ
れども、総合治水というのが何故必要なのかあるいは下水道だけでは
なくて何故必要なのか、それから提言のほうはあくまで土地利用のそ
のものに根本的に行き着く問題もあるので、そこをどうしていくのか、
それがあった上で個別の施策はどうかというような、我々役所のほう
もちょっと中でちょっと昨日も議論いたしまして、どうしても民間が
やってくれるところに補助金を付けるというような報告書になりそう
なところもあったのですが、やはり皆様方のご意見とかいろいろ見て
いきますとそうじゃない、少し修正をしながら今回作らせていただい
ております、なかなかまだ至らない点も幾つかあると思います。 
 
事務局（矢田）： 
 ありがとうございました。宮田副市長は次の公務が控えております
ので、これにて退席させていただきます。どうもありがとうございま
した。 
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【事務局連絡】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【第二回協議会議事確認】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木本会長： 
 それと前回同様ですけれども、質問についても一般公開を原則とし
ておりますので、よろしくお願いします。 
 簡単に振返りますと、第一回が１１月１６日、これがこれまでの経
緯と現状把握ということで討議いただいております。第二回が１月３
１日理念・目標設定、施策の効果検証ということで話を進めてもらっ
ています。今回、官民、費用、役割分担、そして施策推進のスケジュ
ール、そして協議会の提言案ということをまとめたいと考えておりま
すので、よろしくご審議、ご協力をお願い申し上げます。短い時間で
僅か三回ですけれども、論議が尽くせなかった部分もあるかと思いま
す。最終の今回の協議会にしてもより活発な論議をお願い申し上げま
す。 
 手続になりますけれども、まず本日の出欠確認を事務局よりお願い
致します。 
 
事務局（矢田）： 
 事務局の矢田でございます。本日宮田副会長退席をされておりま
す。それから塚田委員のほうが本日は欠席でございます。そういうこ
とになっておりますが、本日１３名の過半数のかたの出席を得ており
ますので、協議会は成立をしていることをご報告申し上げます。以上
です。 
 
木本会長： 
 ありがとうございました。引き続いて事務局より、第二回協議会の
議事録の確認をお願い致します。 
 
事務局（矢田）： 
 本日はお忙しいところをご参集いただきまして誠にありがとうご
ざいます。 
・配布資料について事務局より確認 
・「第二回協議会議事録」について事務局より確認 
・各委員からの異議は無く、第二回議事録が確定 
 
事務局（ＮＪＳ）： 
・「第二回協議会のご質問」について事務局より説明 
 
木本会長： 
 ありがとうございました。各質問をされたかたは如何でしょうか。
回答。例えばわたくしが後ろのほう二つ質問したのですけれども、ペ
ーパーに農地開発と書いてあったものですから、それは逆の効果では
ないかと思ったのですけれども、内容は農地保全した場合に低下があ
ると、それから最後、流出計算なのですけれども、いわゆる市街地で
ないところは都市下水路とかそういったところは入らないで浸透で
もって計算していると、私の疑問は回答しておられた次第なのですけ
れども、他に如何でしょうか。この補足説明に対して、ご質問された
かたは。 
 
木本会長： 
 司会・進行役がちょっと勝手なことをいいますけれど、東海豪雨の
図を見せていただけますか。パワーポイントでちょっと見にくかった
と思うのですが、こちらが今ですよ、今の現状では東海豪雨が降った
ならばどうなりますかと計画が各地区にあるのですけれども、見易く
するためにポイントを抽出しまして、でこれが策定しております計
画、これは全部実行した場合、また同じ東海豪雨を降らせたらどうな
りますか。したがってこの同じ地区、このポイントで湛水深４５セン
チ以上のところの赤印、これは明らかに雨水が減っている。ちょっと
パワーポイントで恐らく後ろのほう見にくかったと思いますが、内容
はそんなことでございます。 
 他に如何でしょうか。そうすると第二回協議会の議事録は補足説明
も含めまして、確定させていただきますが、よろしいでしょうか。 
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【議 事】 
（１）行政・市民・企業等の行動案 
（２）総合治水対策の推進計画 
（３）総合治水の PRと進行管理 
 
 
＜(1)～(3)への質疑・意見等＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ありがとうございます。以上で四日市市のホームページに公開いた
しますので、ご了承ください。 
 では引き続きまして、本日の議事に入らせていただきます。本日の
議事内容は先ほど事務局より提示がございました協議会次第の「１～
４」までです。では事務局、説明をお願いします。 
 
事務局（矢田）： 
・議事（１）～（３）について事務局より説明 
 
 
 
 
木本会長： 
 今事務局のほうから行政・市民・企業等の行動案、総合治水対策の
推進計画、総合治水のＰＲと進行管理まで一気にご説明いただきまし
た。これに関しましてご意見、確認を頂戴致しますが、どこからでも
結構ですので、ご自由にご発言ください。はい、どうぞ。 
 
齋藤委員： 
 今後の進行といいますか、ＰＲの中にも書込みがございますよう
に、例えばこれ私が直接関係するのは農地でございまして、農地は遊
水機能があると一般にいわれているのですが、これはどこまでＰＲす
るのか説明していただきたい。 
 
事務局（矢田）： 
 はい、前回第二回の協議会の中でもやはり農地の保全ということに
なりまして財産的な価値、財産的な運用を、当然視野に入ってまいり
ます。そういう中でどういう形でどこまで出来るかというとこら辺が
あるわけなのですけれども、まずは現時点でこういう施策の効果とい
う点は具体的な作成はされていないわけなのですが、まず重要性とい
うものをまず認識していただくということが大事なのではないかと、
特に市街地であるとか、市街地近郊の田んぼ、遊水機能をもったもの
があるということは、やはり治水効果上非常に大きなものがあるとい
うものがございます。ただし、それを例えば規制ということになりま
すと、実際難しい問題が出てまいります。ですからまずはこういう田
んぼなり緑農地があるということが総合治水対策上、雨に強いまちづ
くりの中で非常に重要な位置を占めているという点、その点について
まず広くＰＲしていくことが大事なのではないかと。それで何らかの
支援策、単に規制だけではなかなか難しい話しだと思いますので、そ
れに対して支援策があるかどうかいう点について、今後検討していき
たいというふうに考えております。 
 
齋藤委員： 
 もっと、一般的に遊水機能があるというのはどこへ行ってもいわれ
ておるのですよ。実際に農側に自分の財産に被害が出れば、行政なり
何なりでいろんなことをいいますよね。一般的には遊水機能があると
いう話しは聞いているのですが、実際は、特に沢山の大雨が降った時
はやっぱり田んぼは全く水が引かない時があるから、そういう時はや
っぱり、共済制度もあるのですが、やっぱり行政が、施設が悪いだと
かそういうことを言われるのですが、そこのところの折り合いが上手
に説明してもらわないと、ただ遊水池やかさ上げを規制するのだとそ
ういう反感を持たれるような気がします。うまく説明もしてもらわな
いと、理解のできないような、そういう気がしてしまうのです。 
 
堀委員： 
 最近米があまり作れないものですから、不作というか，そこへ小麦
は冬場で良いですが，大豆は夏場ですからなかなか遊水できない。大
豆は水が入ると直にやられるということもあって、それがかなり大豆
が高騰している関係で、今後は増えてくるだろう可能性がありますの
で、今の田んぼだと少々水が浸かってもなんともないですけれども、
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作物によってだいぶ違いますが。 
 
木本会長： 
 恐らく今のご意見は、世間一般では農地は遊水機能を、特に田は遊
水機能をもっているから、それを効果的に使おうではないかという一
般の意見だけれども、地権者側から言えば無責任にそういう発言をさ
れたら困る、そこのところは互いに根拠とそれから自分の財産との折
り合いをしっかり説明していただきたいという、そうでしょ。事務局
ご配慮をよろしくお願いします。私有財産ですので。 
 
岡田委員： 
 一番大切なのは、あと市民に対するＰＲ、これをどうするかという
問題で、その一つの方法といいますか、ＰＲを補完するといいますか、
そういうものの一つの方法として、既存の業者団体がいっぱいありま
す。そういうのを使うことを考える必要があると思います。 
 一番効果的なのはやっぱり、中部支部か協会かそれからコンサルか
いうものが一番元なものですから、川上なものですから、その辺のと
ころをしっかり押えると、設計段階からこういう施策が入ってくるこ
とは可能性が非常に大きいわけです。これのほうが私自身はこと設計
のほうはあまり関係ない、全然関係ないといいますか、関係ありませ
んからいえませんが、業者のほうですと、四日市の建設業協会、三重
県建設業協会、四日市市には８０社ばかりでありまして、これは四日
市市はもちろん川越町と菰野町が入っています。川上なものですか
ら、菰野町が完全に、そのもとのほうですから、これは非常に大切な
ことなのですが、その辺のところには、それがかなりのこの建設業協
会に今入っている業者というのは市内の有力業者がかなり入ってい
るということですから、ほとんど全部入っているのですが、そういう
ところを使うということは非常に有効ではないかと思います。また何
か具体的にご説明したいという市からのご要望があれば、これを積極
的に受ける気持ちは全理事に残っておりますので、私も末席を汚して
いるのですが、そのへんのところは事務局へもちろんルートはありま
すから、お越しになられたら事務局へ直接いっていただいてもいい
し、支部所にいっていただいてもいいし、私にいっていただいても、
どうでもセットはできます。全員集めることもできます。ただ、全員
出席するかどうかはちょっと保証の限りではありません。 
 それから、もう一つ建設業協会ともう一つ大切なのは上下水道組合
なのですね。四日市の上下水道組合。しょっちゅうここへはお邪魔さ
せていただいているのですが。このへんのところが一番例えば浸透桝
とか、貯留槽だとか、実際に施工するものがあったら、業者ですから、
このへんをご活用いただくのが、全くやぶさかではありませんし、こ
ういうことは積極的に市もこういう協議会に対する協力というのは、
過去もしてきましたし、今後もしっかりと対応していく、精神的な用
意はしていますので、そのへんのところしっかりとご利用いただく必
要があると思います。私、今理事長をやっております、そろそろ引退
の時期が近づいているのですが、そういうところはお使いいただきた
いと思います。是非その辺のところは頭に入れて市民に対するＰＲを
我々にさせるという、市民にＰＲするということは、パンフレット等
かなり費用が掛かると思いますが、我々のところにＰＲするというこ
とは、パンフレットを数枚か焼いていただいてそれを配っていただけ
ればそれで充分なものですから、その辺のところは安価にいけるでは
ないかなというふうに考えます。 
 それともう一つ最後に言い出したからついでにいっておきますが、
数年前に四日市市ではＰＦＩで４つの小中学校の改造が行われまし
た。そこの数社が、数グループがそれに応募しまして、私どももある
グループに参加させていただきまして、この貯留槽を作るというの
は、やってみましたのですが、あえなく敗退いたしまして、要するに
私どものグループが負けたということになりまして、先ほどの見させ
ていただきますと、貯留槽とかそういうものは小学校には全然できて
いないようでございますので、ご当選なさったグループは何もしなか
ったのだな、だからその費用が低くなって、私どものところが敗退し
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たのだかな、私はそうはいいませんよ。それはいいませんが、私のと
ころにご用命いただいた二重丸が一つ加わっているということを最
後にいらないことをいいました。 
 
栗原副会長： 
 今の岡田委員さんのお話しは非常に大切だと思って、役所側が普通
促進しても行き届かない。あるいは家を建てる時のチャンスを逃して
しまったと、先程の助成という話もありますけれども、そういう情報
が普段我々に情報をもらっても覚えてないですよね。家を建てる時に
直そうとか、そういった時に関係の人が情報をタイムリーに渡すとい
うのは一番促進されるんだろうと思います。そういう意味で是非、今
までは上下水道組合もありましょうし、建設業関係もありましょう
し、管工事何とかも、あるいはコンサルの方も建築士会の方も恐らく
みんな係るのだと思います。ですから新しい四日市の総合治水を進め
るにあたって、是非そういう方々に相談いただいて、総合治水促進協
議会みたいなものを新たに作られて、そういうことで一般市内の関係
業界のかたみんながとっさに話合いをやりながら進められるような
仕組み作りが是非必要だと思います。 
 そういう中で、もう一個頭においておかないといけないのは、各戸
貯留浸透施設のようなものを普及する時に、例えば下水道構造基準が
あるように、水道の構造基準があるように、何かの一定の規格・基準
みたいなのがいるのかいらないのか、今規制緩和という大きな流れは
あるんですが、やはりトラブッタとかそういうところだけは最低限し
なければいけない。そういうのはどういう中で市が提供し、それを販
売していく協会のかたとうまく連携とれるのか、その辺のところが課
題だと思います。 
 それから各戸の雨水貯留でいきますと、貯留した雨は使うというこ
とが各家庭にとっては最大のメリットだろうと思います。そういった
部分で、どういう仕組みで使えば、つまり何の用途に使えば問題がな
いのか、ノーということはいえないのでしょうけれど洗車とか庭地の
散水に限定して下さいよとか、使うというところに頭をもっと、使う
ことがメリットになってきて設置してくれる、今岡田さんの話しで是
非あらゆる関係業界のかたと取り組んだりしてもらえればと思いま
す。 
 
岡田委員： 
 もう一言、今業者団体が二つ説明をしました建設業界四日市支部
と、それから四日市の上下水道の組合と二つあげましたが、もう一つ、
今ちょっとお話ししていました三重県管工事工業協会というのがあ
りますので、これは今いいました二つと完全にメンバーが重複してい
るわけですが、それも管工事協会につきましては三重県管工事工業協
会もこのテーマにはしっかり関係もありますので、その３つというよ
うに考え、それともう一つ一番大切なのが、設計事務所の類ですが、
これが一番大切なのですが、これは私の口からは申し上げない方がい
いと思います。あまり知らないことをいってもいけませんが、三重県
管工事工業協会のほうも私にちょっとあれしていただければ、どうで
も、今の所まだ理事をしておりますが、もう早く動ければ、そういう
状態です。 
 
事務局（後藤）： 
 岡田委員から、本当に有り難い意見をいただいて、私たち年間 120
くらいの開発行為があり、それを総合治水対策の観点からチェックし
ておりまして、まず、事前協議というところがありまして、各課に競
技場を作りたいとか始めから総合治水対策を考えた例えば浸透桝と
か透水性舗装として始めから対策をして、絵を描いてきてそうするか
たもいる、中にはこちらからいくら指導しても、予算がないからでき
ないよという返事の方もおられます。それくらい違うというところは
やはりコンサル機関と建設業協会の方に理解していただくのは非常
に大事なのだというふうに思っています。ＰＦＩの話については、結
果的にはそうなったのかなと。 
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岡田委員： 
 これは余分だったですね。 
 
事務局（後藤）： 
 それと栗原さんが各戸貯留の促進利用をという点、それも考えてお
りまして、まだ花に水をするためにある程度水を貯めてこの水を利用
するのが、水を作りたいというようなことは考えております。 
 
事務局（川島）： 
 後、もう一つはこの個別の建て替えなり、新築なりという話しにな
のですけれどもこれは開発とは別で、今までの過去の実績からいくと
四日市市内は概ね年間２，０００件ぐらいの建築確認申請がありまし
た。それで今は民間の確認団体もありますので、今は分かれていって
いるので、３分の１ぐらいが四日市市のほうへ出てくるのですが、ト
ータルとしては年間２，０００件ぐらいだろうと、そういうところに
実際建築士さんに２級建築士さん、１級建築士さんというようなとこ
ろが設計されることになりますので、そういうところへの普及が必要
なのだなということになろうかと思います。 
 それと先ほど栗原さんのほうからありましたけれども、逆に実際に
つけてもらうには、やっぱり機能をある程度継続していただくという
のか、機能管理の問題もありますから、管理の問題と機能の問題とい
う両面あるかと思いますけれども、これ以外でも先ほどの一つ貯留槽
の新規開発も必要ではないかという提案もさせてもらったのですが、
今現在一般的にホームセンターかなんかで売られているのは、ため切
り型というのですが、貯留機能というよりは先ほどのどっちかという
と副次利用のメインのものが殆どでございますので、我々の意図して
いるのはどっちかというと、雨水流出抑制に貢献するような槽を何と
か作っていきたいということがございますので、そういうものででき
れば開発していきたいと、そういう時には例えば機能評価を団体とか
で今特に例えば栗原さんの推進機構のようなところでお墨付きを戴
けるようなものを開発出来れば、あるいは逆に市販のものでもそうい
うところから評価を受けておるものを採用していくというようなこ
とになろうかなと考えております。 
 
堀委員： 
 これもよほど扱いをきちっとしないと、だいたい満タンにしていて
そこに入って出すだけでは話にならないので、副会長さんが言われた
ように、庭なり花なり、やっていけないところにはいかない訳で、そ
のためにはポンプを付けて汲み上げるような形にしておかないと、や
はり浄化槽の埋め込み型のやつは、そこら辺の市民のみなさんにいか
にＰＲして意識を持っていただくかということが大事かなと思うの
です。 
 
木本会長： 
 一般市民のかたにＰＲするということは当然なのですけれど、かな
り漠とした考え方、その一案としてはおっしゃったように業界団体を
通じての手も大きい効果があります。それで設置したら設置したで機
能とかそういった問題についても今、議論していただいたところです
が非常に大事なところだと思いますので、ここではもう事務局からい
ただいたとおりですので、ご配慮をお願い致します。他に如何でしょ
う。本当に今までのように建設的なご意見どうぞ。 
 
野村委員： 
 二つあるのですけど、一つはいわゆる総合治水対策ということなの
ですけれども、東海豪雨の教訓を踏まえますと、治水に単にとどまら
ず多分防災といったような側面が出てくると思うのですが、今日はい
わゆる総合治水対策という協議会なのですけれども、例えば市で総合
防災対策といったような協議会があるのかないのか、私はちょっと良
くわからないのですけれども、もしそれがあるとすれば、このへんの
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お互い総合治水対策としてのこういう水害に対するいろんな手だて、
対策、それから恐らく防災対策協議会というものがあれば、いわゆる
地震だけではなくていろんなこういう台風も含めたいろんな水害の
対策とかもうたれると思うのですけれど、そのへん、もしそういう防
災対策協議会のようなものがあるとすればその辺との役割分担とい
うか整合性というか、そのへんのことも是非良く考えておいて、進め
ていっていただくほうがいいのではないかなというふうに思うので、
そのへんがどうなのかなというのが１点です。 
 それからもう一つは農地の開発とか従来は郊外に向ってどんどん
開発行為が進んでいってまちが拡散していくという傾向にあったの
ですが、最近のまちづくりの概念として、コンパクトシティといった
概念が非常に出てきて、どちらかといえば中心にものを集めてしまっ
て、あんまり郊外の開発を止めていくというか、できれば抑制してい
こうといったような、市全体のマスタープランみたいなものが良く最
近は、将来的に財政の限界がありまして、そういう方向に向うという
ことがよくいわれているのですが、このへんは本当は宮田副会長がい
らっしゃる時にお話しをしたほうがよかったかも知れないのですが、
この治水対策協議会に一応そういう方向でいくのであれば、より上位
概念として市のマスタープランとしてそういうコンパクトシティ構
想だとかいったようなものがあって、その下に位置づけられるという
か、その方が整合性が非常にあっていいように思うので、もしこの先
四日市市としてのマスタープラン的なことをお作りになるのであれ
ば、是非そういう上位概念と整合性がとれるような、そういう位置づ
けでもってやっていただけるといいのではないかなというふうに私
は思いました。 
 
木本会長： 
 ２点、ご意見をいただきましたが、事務局如何でしょうか。 
 
事務局（下田）： 
 上位計画といいますか、開発がそうなりまして市内のコンパクトシ
ティ化への流れを作っているところなのですけれども、その下の計画
になります都市計画のマスタープランを今作成されておるわけです
が、その中に項目としては治水対策、排水施設、貯留施設を考えてい
くということは、結局なかなかマスタープランを作る時に、それが表
沙汰に出てこなかったというようなところもございますので、上位計
画だけなのですけれども、全体計画の中にもうちょっと治水というこ
とを思い出してもらうように、市内部についても、市へのＰＲという
ことになるのですけど、市内部につきましても、そのへんを今後進め
ていきたい、浸透させていきたいということで、ただちょっとこうい
う個別の貯留槽とか、浸透を普及するというのも、やっぱりこのタイ
ムスケジュールがどこまで進むのかということで、よく載せなかった
という部分もあります。私のほうも目指しておるとしますと、田がか
さ上げされていますので、そこについてはもうちょっとマスタープラ
ンの中に具体的なことを表していきたいなと思っています。不十分な
回答ではありますけれど、ご意見をいただいたこと、十分参考にさせ
ていただきたいと思います。ありがとうございました。 
 
野村委員： 
 防災協議会というようなものはあるのですか。 
 
久世委員： 
 実は防災面につきましては、四日市市だけで防災会議、それからも
う少し地域を広げて三重県のブロックにも防災会議というものがあ
って、それぞれどういうことをというと、その中に地域防災計画とい
うものを作ってその中でこれを審議しているということなのです。や
はり今ちょっとありましたように、この中には地震対策それからこう
いった水害対策、震災対策編と雨水こういった、もうちょっと今は分
けて、なかなか一緒にはならないということで分けて冊子にしている
のですけれど、こういった中で、こういった中身を見てみますと、意
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外とやはりハード的な整備をどこまですれば確率が低くなりますよ
というような観点で議論をしがちなところがあるものですから、今後
はＰＲという意味合いからも言っても、こういった総合治水対策の概
念といいますか、こういうのを入れた形で地域防災計画を再構築して
いくというような提案を織り込ませて、我々こう治水をあずかってお
るところから挙げていかなければならないのかなそういうふうな感
じで、私関係部門におりましたもので、そういうようなことで、あら
ゆる機関を網羅してというかたちでございますので、今委員がおっし
ゃったような趣旨で今後も進んでいけたらいいのではないかと思っ
ております。 
 
野村委員： 
 というのは治水の市民へのＰＲといった時に、治水といわれても、
市民がしゃにむになってやるかということですね、なかなか私はそう
思えないところがありまして、ただ、防災といわれると、やはりこれ
は身の危険だとか、やっぱり非常に関心を持つと思うのですね。です
から、今日もちろん治水対策なんのですけれども、もう少し防災とい
っても側面からもＰＲ的に取り組んでいただいたほうが、より市民の
関心を引きつけやすいと思うのですよね。だからうまくそのへんの防
災対策協議会とか防災の関係があればそこともうまく連携しながら
ＰＲを進めていくというほうが、この治水についてもより関心が集ま
っていきやすい、そういうふうに思ったものですからちょっと意見を
しました。 
 
木本会長： 
 ありがとうございました。確かに治水よりも防災といったほうが、
さっき市のほうからも積極的にそういうところにいって、是非、防災
機関でお願い致します。 
 
栗原副会長： 
 今の議論とも関係するのですが、このパンフレットなのですけど、
左下から右上にいい方向に進むというのはわかるのですが、何故みん
なで総合治水をやらなければいけないのか、農地開発を抑制し、各戸
貯留をしていただくというところの何故、総合治水対策かということ
が書いてないのですね。それは恐らく市街化が進んだ、それから異常
な雨の降り方があって、ここから大事なのですよ。やっぱりまち自身
が防災、雨防災という観点からしてきて非常に脆弱になっていると、
だからみんなで取り組むのですよということでこの左から右へ上が
るような絵があると、すんなりわかるのかなと、そういう意味で、何
故というところ、雨の降り方の違ってきているということに加えて、
市街化を促進してしまったある種加害者一方の安全ということから
すると被害者になって、だからみんなでというあたり、このへんも是
非入れた上で、今の野村さんのお言葉もいただきながら、その何かい
ざというときにどうするか、みんなで認識みたいなところに防災マッ
プのようなものがかいてあるのですが、もうちょっと市民に訴えられ
るようないい方にチェンジされるといいのではないかという点が一
つです。 
 資料の５頁を見ていただきたいのですが、行政、市民、企業等の行
動案ということで、いきなり各戸貯留・浸透施設の普及こうなってし
まっているわけですが、総合治水というのは異常な雨がふってきてい
るなかで排水能力のアップをしますと、でもそれだけでは足りません
のでみんなで流出抑制もしていきまししょうと、そこに総合治水の意
味があると思うのですね。そういう意味で、まず河川とか下水道のあ
るいは普通の水路だとか、排水能力のアップこれをまず一番に書く、
その上で、みなさんにもやっていただきますと、なぜならば東海豪雨
のような異常気象がありますから、そうすると先ほどおっしゃったよ
うな防災だとか、どうしてみんなにやってもらわなければいけないの
かというのが見えてくるのではないか、そういう意味でまず行政の役
割として、最低限ということではなくて、第１に排水能力のアップを
行政としてします。それでも足りませんので、行政としての流出抑制
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みたいなものをします。その後に各戸も農地もというような書き方じ
ゃないのかなという点が一つです。 
 それに関連してなんですが、ここでいう行政といったときに、四日
市市だけなのかなという気がしていまして、国・県に対して大いにし
ていただく必要があると思うのです。したがって、久世さんにも入っ
ていただいているのですが、この河川だけの役割ではなくて、この四
日市市の中に県立高校だとか県立なんとか施設だとかいうのがいっ
ぱいあって、そういうところにもこの協議会として、こういう報告書
に盛り込みつつ市長さんから、要請するという形をとりながら、国・
県も巻き込んでいくというのはこの報告書内に欲しい。そうすると
益々市民が、国・県・市の行政が一丸となってしているのだ、だから
市民もとことで。行政と書いてありながら、さっきの最後のチェック
リストのところでも、市役所の組織しか書いてなくて、そういう意味
では県の教育委員会だとか、そういうのがずらずらっと 
 
堀委員： 
 県の一級河川なんかもそうですね。それを超える話にはなります
か。 
 
栗原委員： 
 ありません。国、県、市の行政がまず何をやっていくのか。 
 
木本会長： 
 対策施設の総合化のやり方ですけど、今の話しですけど、それを管
理維持する団体のその総合化も必要かなと、あり得ると。 
 
岡田委員： 
 そうです。というのは栗原副会長さんにお話しを聞きながら思いだ
したのは、四日市市の下水道普及率が今６５％ぐらいだと思います。
もしかしたら上がったのかも知れない。この普及率、三重県は全体で
はもっとずっと、三重県なんていうのは、つい数年前まで全国４７都
道府県中４６位とか、４５位とかで、今でも４０位台だと思いますよ。
ちょっと上がりましたが。何故、四日市市は三重県の一番中核都市の
四日市で未だに６５％かというのがこれはもう５０年前からはっき
りわかっている。すべての予算は雨水対策に使ってこられたというわ
けで、下水道などをやっていては市民の生命財産が守れないから、仕
方がないから、沿岸部にものすごいポンプ場その他施設を建設してき
た。これが桑名からずっと同じなのですけれども、そのためにその下
水道普及率が遅れたのですが、その辺のところも良く市民に納得して
もらわなければいけない。この地域というのは雨水に対して非常に弱
いのだよと、だから普通にやっていてはとんでもない話しになるよ
と、その５０年前、４０年前は何年かに１回、２、３年に１回は浸水
していた、私の子供のころは、それでいまの東海豪雨の時もそれなり
にばたばた走り回りましたんですが、まだまだこれからも出てくる、
そういう歴史的なこの地域の特性というものがあるということをし
っかり市民にＰＲして、そのためには普通にのほほんとしていてはい
かんのだよと、自分達の財産を守りたかったら、自分達で多少は努力
しなければいけないよというのを大いにというのか、しっかりという
のか、その辺のところしっかりＰＲする必要があるのではないかなと
思います。 
 
木本会長： 
 いやいや、雨に強いその前に、雨に弱い、弱いとまではいいません
けど、雨に弱いということも一般のかたに認識してもらって。どうぞ
ごめんなさい。 
 
水谷委員： 
 ここへ出させていただいて、素人がきているって、良いのか悪いの
かわかりませんけども、専門的なことはわからないので、そのへんは
そちらのほうで上手に解釈していただければなと思うのですけれど
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も、素人として聞かせていただいてこの会に出させていただいて、ち
ょっと教えていただきたいのが、例えばこの雨水の浸透施設を設置す
るというものに助成を出しますよというのがあって、市民も助成を受
けて、そういうことをやって下さいということをＰＲ、普及するとい
うことを考えてみえるのだろうと思うのですけど、前回話しにもあっ
たのですが、これ助成するという時に今先ほどの地図があったよう
に、このへんはつくよといわれる地域があるじゃないですか。そのへ
んは絶対にしなければいけないのだと思うのですよね。絶対にやらな
ければいけないというか、四日市市でもここで浸透性のアスファルト
をしてもらっても、別にどうでもいいよなという部分もあるのだと思
うのですよ。だから、浸透性のアスファルトを敷いたらどれだけは助
成しますという、どんな具体的な文面になるかわかりませんけども、
その本当につくよというところは逆にいうと、ＰＲとかするのではな
くて、出来るか出来ないかわからないけれども、この地域で駐車場を
作ろうと思ったら、絶対にしなければいけないと、その代わり上乗せ
分は市が出すから、この地域は全部してねというような、逆に本当に
効果が出るためには、しなければいけないのを全部そこにうつという
ような、広くいって市民全員に、作りましょうといったって、そんな
ものいるのかなと、敵がわかっているというか、もうその原因がわか
っているのであれば、そこへ注射を打つようなほうがいいのではない
のかなというふうに思うのですけど、行政の組織としてそういうこと
が、無理なのか出来るのかわかりませんけれども、そんなような思い
というか感想を持ちました。 
 
木本会長： 
 如何でしょう事務局。モデル地区の選定の中にあるのかもしれませ
んが。 
 
事務局（川島）： 
 一つはまず、強制的にという部分があるかと思うのですね。特に弱
いところというようなところ、あるいはまずそれは規制の部分で例え
ば条例なり指導なりちょっときついところ、それと逆に誘導の部分の
両面、それといま会長から言葉が出ていましたがモデル地区というよ
うな表現をちょっと資料の９頁にもありますけれども、特に進めたい
ところをモデル地区のような言葉である期間には、優先的に出しまし
ょうとか、助成しましょうというようなことを考えるとか。そうしま
すともう一つは、施策の話になりますが、ここはそういうことをやっ
てもまだ弱い家があるので、避難行動の意識をもって下さいとか、そ
ういうところとあわせてもＰＲとか、というようなことを今後施策展
開の中では、水谷委員の意見を聞き反映することになっていくと思い
ます。 
 
事務局（後藤）： 
 パンフレットの一番下に黄色の部分がありまして、小さくて申し訳
ないのですが、頻繁に浸水するところがあり、これについては行政で
も早急にしていかなくてはいけない、その上のオレンジの部分は、行
政が計画的に、例えば５０㎜から７５㎜の雨に対して計画的にしてい
くのだけれども、いっぺんにちゃんとできないところもありますし、
できてもそれ以上の雨が降った時には、青い部分に移して市民のかた
にもつけていただいて、貯留や浸透をしていただくと助かりますよと
いう絵なのです。 
 
栗原副会長： 
 水谷さんのご指摘というのは浸水対策とか、治水対策の永遠の課題
だと私は思っていまして、流出を促した原因者と水につかる被害者が
必ずしも地区はイコールではないのですね。上流で開発したから流れ
てきて、下流の低いところで浸かったとか、上流を開発しなければ浸
からなかったというようなこともあって、じゃあ上流だけに義務づけ
るのか、下流を守るためにという議論が必ず起こってしまうのですけ
れども、そこの合意形成をこれから市民からいろんなご意見でとって
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いく中でどういうふうにしていくのか、そういう意味でも私個人的な
考えとしては、もうみんながみんな原因をもっているのだから、みん
なそれぞれその貯留であれ、浸透であれ僕はやっていきましょうと。
四日市全体の水循環にというような方向で、あとそれに対して行政が
ガイドラインのようなものを示せるのだとすれば、流出抑制という意
味では貯留でも浸透でもいいのですが、土質によりますとね、浸透さ
せても浸み込まないというところがありますので、そういうところが
やるのであれば、貯留だけにして下さいと。ここまでは貯留でも浸透
もどちらでもいいですから、一件当たりどのくらい掛かるかというの
を選んでいただいて、こういう取組みも必要なのかなと。いずれにし
ても、ご指摘はいつも雨の議論で大きな問題になる点ではあります。
 
水谷委員： 
 ちょっとこのへんが、このへんとは河口に近い方ですが、つくとい
うことに対してやっぱり相当５キロ１０キロ離れたところの水も関
係してきているのでしょうか。 
 
事務局（下田）： 
 中心市街地ですと、やはり松本あたり、常磐排水区になり、下流部
の中心市街地の水害被害になっています。三滝川の南の内水排水エリ
アにあたる、大井手地区、またその地区の西側の水田の水も、伊倉地
区をとおり四日市駅の方へ、流下しています。治水効果を出すには、
排水エリア全域での対策が必要です。 
 
水谷委員： 
 私の知っているところではだいたいこのくらいのエリアかなと思
って、例えば、水沢だとかあんなところまでは関係あるのかなという
気がして、常に関係してくるのですか。 
 
事務局（後藤）： 
 例えば、鈴鹿川で話をしますと、一番下流に位置する、鈴鹿川とい
うのは鈴鹿の山を水源として、次に亀山が水を利用して水田、農耕を
しているのですが、川の水の恵みというものを受けておる代わりに、
上流で降った雨の通りというのを受けなければならないということ
があるわけです。水沢地区も同じですけれども、鎌谷川とか、内部川
とかという結局下流に行けば、洪水になってしまうというようなこと
あるので、その恵みと洪水とがうらはらで、そのへんが、そういうこ
とから上流のほうでも対策をしていただくことで、治水に役立つとい
うか、ですから市民みんなでやっていただくと有り難いということで
す。 
 
水谷委員： 
 上の保全効果があるということですね。 
 
木本会長： 
 副会長がおっしゃったように、全体に水循環ということも一般のか
たに確認していただいて、それぞれ下流は下流の宿命、上流は上流の
宿命がある。 
 
中嶋委員： 
 実は市民の立場でですね、やっぱり私たちは生活する中で、そうい
う視点で政策ということに力を入れて，９頁を見せてもらって、恐ら
く貯留槽の設置とか，生活をする中でそういうこと、ずっとこういう
ような治水の部分は考えてなかったのだなと。そういう点からいきま
すと、これをやらなければいけないなと思います。そういう点で、例
えば、環境がゴミ問題とか、地球の温暖化、ＣＯ２の排出ということ
をどんどんと今ＰＲする中で、そういう方策をなかなかとってもいい
のではないか。まだまだできていない現状の中で、やっぱりこの水問
題、治水の問題にしても何故自分達が各戸に貯留をしていかなければ
いけないかという、環境問題の特に都市の今の中国とかそういう面と
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一緒になってまず市民に啓発するような方法もとっていくのが一つ
の方法ではないかなと思っております。皆様，これまでそれぞれの立
場で様々なことをおっしゃっていましたが，そこに一つそういうふう
なことをやっぱり啓発の一つとして入れ方としてはそういうふうな
方法も関心の高い教育者みなさんの、だいたいこれはすぐにでも入れ
ていただくということも、大事な一つの方法ではないかなと思ってい
ます。 
 
木本会長： 
 三栗谷委員、他に何か 
 
三栗谷委員： 
 中を見せていただいて、こういう問題は初めて知ったわけですけ
ど、いつも市民にＰＲしていただいてですね、何かそういうのをして
いきたいなと積極的にと思います。 
 
木本会長： 
 ありがとうございます。一般のかたへのＰＲ、一番基本ですけど、
それには業界のこともあるし、今中嶋さんのおっしゃった方法もある
と、いろんなスタイルがあるので、できるだけ効果的にするためには、
やっぱり総合的に使いますけれども、ＰＲも総合化していかなければ
いけない。ありがとうございます。 
 如何でしょう、「１～３」ご説明いただきましたけれども、次第の
４番、今までの討議を受けて協議会の提言案というのがございますけ
れども、そちらに移るようなことは。 
 
久世委員： 
 各家庭の意識に関する、やはり出ていますけれども、メーカーさん
と、そういったかたからどんどん情報を入れていただくのが非常に有
効かなと思っていまして、実は私３、４年前に太陽光発電ということ
新エネルギーの関連に携わったことがあるのですね。そういった時に
やはりメーカーさんということで、四日市さんではそのへんの中での
取組みもご参考にしていただければと思います。それから前回に出て
きて申せば良かったのでしょうが、千葉県の市川市で市民あまみず条
例というのを作って、非常に設置が浸透ししつつある情報として持っ
ておりまして、いわゆる助成金のみの取り組みなのですか、もう少し
条例というようなこと上げられるのかと思っております。それから３
点目、この資料の中で１７頁のところについてはこの施策について進
行管理をいわゆる一般向けにアクションということで、次のプラン、
一番上にあります赤い次期総合治水対策計画、次また見直していくと
いうふうに書かれているのですが、この８頁のところのスケジューリ
ングのコンセプトについては、９頁では継続性が求められ、長大な取
り組みであるので、年限目標を設けないという、気持ちはわかるので
すが、１７頁で書いておられるのであるならばここも取組みは無制限
なのはわかりますが、以上３点お願いします。 
 
木本会長： 
 事務局３点ご指摘がありました。 
 ２点目はこういう例もありますよということですけど、要は条例で
すよね。３点いかがでしょう。 
 
事務局（矢田）： 
 先程の１点目に、条例化されているということについて。ただこの
条例化ということに関しましては、条例化するということは当然規制
をかけるということで、その規制とそれから誘導、誘導の中に助成も
含めていくのかなというように考えております。ただ現時点で条例化
というところまで踏み込めるかどうかいう議論ということまでは、今
現在こういう中で総合治水対策というものを、各代表のかたにお集ま
りをいただいてご意見をいただいている段階でございます。まずはこ
ういう中で実効性を現在の総合治水対策の実効性を持たせるという
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意味からすれば、現在の時点では条例化というこのへんまでの視野が
入っておらないというのが実状でございます。ただし、今後気象状況
の変動とかそういう外的な要素もあれば内的な要素、やはりもっと規
制も含めた進め方が必要であるということになればやはりそういう
点も含めた考え方でいくというものでそういうふうに考えておりま
す。いずれにしても現時点で条例化と一気に条例化ということまで
は、現時点では視野には入っていないという点では、ただし常に意識
して考えていかねばならないことだというふうに考えております。 
 それから、もう１点、先ほどの議論にございました進行管理の中で
プランドゥ、チェックアクトそしてまたプランというような評価、見
直しを行っていくという場合に７頁のほうのコンセプトの中で０ヶ
年から無期限というような表現というのはやはり、考え方としてはご
理解頂けるかわかりませんが、実際そういう進行管理を行っていく中
で、適宜見直すという部分も含めた表現にやはり考えを見直すべきだ
というふうに思っております。下の方についてはまたちょこちょこご
相談させていただきながら、整理していきたいと思います。以上でご
ざいます。 
 
木本会長： 
 よろしいですか。それでは改めまして、（４）の議題を先にどうで
しょうか。それでは事務局説明をお願いします。 
 
事務局（矢田）： 
 次に提言書の案ということでございます。説明させて頂きますが、
提言書につきましては、これまでいただきました第一回、第二回が中
心になるかと思いますが、ご意見を集約する形で作成した、あくまで
も案でございます。全文を朗読させて頂きます。その中でご意見を頂
戴致したいというふうに考えておりますので、よろしくお願い致しま
す。 
 
・「提言書案」を朗読 
 
木本会長： 
 はい、提言書の案でございました。ご意見頂戴致します。どなたか
らでも。 
 
栗原副会長： 
 先程少し申し上げました理念のところで、市役所においてもという
だけの記述になってしまっているのですけども、やっぱり行政として
国、県というあたりを、この提言書の中で書くのか書かないのか、そ
のへんの点がいるのかなということと、それから一番に雨に強いまち
づくりでマスタープラン的なことをまずまとめなさいとあって、②に
いった時にいきなり市民や企業等が取組みを開始出来るようサポー
トしろといっているのですけれども、私はこの間にマスタープランに
基づいてまず行政がやれというものがあって、その下に市民や企業が
取り組めるようにサポートする制度を作れというのがあるのではな
いかなというような気がしているのですが、如何でしょうか。 
 
木本会長： 
 如何でしょう。例えば副会長さんのおっしゃることはベーシックな
意見ですが。 
 
栗原副会長： 
 いきなりサポートのところで助成制度だけみたいな感じですね、先
程来、議論があったように市民にわかってもらえるとか、普及をして
いけとかいろんなものがあったわけですよね。ベーシックな部分もや
るし、総合治水対策の取り組みに対してはまず市が強くしたほうがよ
いのではないか、まとめ方が難しいかもしれませんが。 
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木本会長： 
 おっしゃることはマスタープランができて、そしてすぐ市民、企業
ということになっているのですが、その間に市役所の行政の機能とい
うか活動のようなものが、ワンクッションあればということ。 
 
事務局（矢田）： 
 まず１点目の総合治水の理念の普及に関する提言、また一方、市役
所内においてもということを先ほど申し上げました。先程来からご意
見をいただいております、行政とは何か、行政とはどの範囲を指すの
かということに関して考えていくところであれば、やはり四日市市内
における県、国の施設というのも当然含まれるべきものであるという
ふうに考えます。ですからそのあたりにつきましてはそういう方向で
考えていくべきだということと、それからもう１点、①から②にかけ
ての間のところでございます。行政のまず率先実行と、これにつきま
してはやはり第二回の協議会、第三回の協議会の中でも、やはりまず
行政が見本を見せるべきである。率先して取り組むべきだというよう
なご意見をいただいております。そのへんの反映というのは、理念を
含む中でそういう市役所内においてもそういう取り組みがというよ
うな形の中でうすぼんやりとした表現になってしまっていたかもわ
かりません。そういう点についてはやはりこの協議会の中でご意見を
いただいておりますので、見直しをかけてまいりたいというふうに考
えております。 
 
木本会長： 
 はい、ありがとうございます。他に如何でしょう。はい、どうぞ。
 
齋藤委員： 
 農地のことばかりいうのですが、ここにも書いてございますよう
に、市街化区域内のいわゆる農地が治水に果たす役割が非常に大きい
ということでございます。別に本当の話でございますけれども、それ
で市街化農地につきましては、平成４年に宅地並み課税をされるの
と、生産緑地を選ぶのと二つを農家に選択をさせたわけですね。生産
緑地は本当の地価で安い税金で、市のその税金でこの３０年間の営農
を続ければ安い税金でいけると。そこで選択をした時に宅地並みを選
んだかたは平成４年でございますので、将来は宅地になるだろうとい
うことで、高い税金のほうを選ばれたかたもあるわけです。１反何十
万というような税金を納めている方と、一方では、安い何千円でそう
いう農地がそういう市街化の中で違いがあるわけですよ。それと生産
緑地を選んだかたは当然ここで、遊水機能を当然利用出来るものも失
ってしまいます。それで私たちもそうだとしても市街化のかたはいっ
ぺん見直しをしてくれと、どちらでも今出来るのですか、それとこの
中をなにか下水道局ではないですけれども、こちらの方ちょっとそう
いう要請をしていたわけです。例えば自分のところまだ３０年間、平
成４年から半分ぐらいたっていますけれども、今からでも見直しをす
れば農地としての安全にこれを守っていかなければいけない。そうい
う制度もあるのですから、やっぱり役所内での都市計画部とのこうい
う問題をやっぱり調整してもらわなければいけない、安い税金のほう
がまだ出てくると思いますよ。セクションを越えた計画、安全な範囲
のエリアだけではなしに、総合的に考えてもらって、そういうことも
書いてあるのですから、やっぱり調節をしてもらうというふうに思い
ます。 
 
木本会長： 
 おっしゃるのは、制度的にはどうかわからないのですが、このよう
に総合化をして農地遊水化機能というからにはそれなりの生産緑地
に関して、見直しをかけてもいいのではないかというご意見ですがど
うですか。 
 
事務局（後藤）： 
 生産緑地の見直しに対して、色々意見もいただいておりまして、実
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は平成１９年に再調査を含めて、アンケート調査を実施しておりま
す、見直しなのですけれども、宅地化農地を農地専用にするという見
直しだけなら総合治水としては有り難い話しなのですけれども、見直
しというのは逆もあり得るわけでございまして、そのへんも慎重に考
えてしていかなければいけないというふうに考えていますので、今ア
ンケートの結果を集約しておりまして、そのへんまた総合治水の観点
からも結論を出していきたいと考えております。 
 
木本会長： 
 斉藤委員のご指摘のように、市街化区域内で宅地化農地と生産緑地
の二つがあって、ちょっとそれで性格が違うよというもので、その辺
もしっかりしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし
ます。他に如何でしょうか。提言書案についての、何か気になる表現
とか、もう少し織り込んだほうがいいとか、これは書いておいたほう
がいいとか、ございますでしょうか。そうすると、今３つの意見が出
ましたけども、私と事務局で修正案を作成して、そして再び皆様のほ
うへお送りして、確認を得たいと思いますが、そのような手続でよろ
しいでしょうか。はい、ありがとうございます。 
 予定の時刻から過ぎたのですが、ちょっと一点だけ、補足説明でい
ただいたこの補足説明もホームページに載るんでしょうか。非常に気
になるのは東海豪雨がきた時に宅地貯留よりも浸透のほうが勝つと
いう効果大きいということなのですが、もしこの図をまとめるなら
ば、恐らく浸透係数が一定だからという前提ではないか、東海豪雨級
がくるともはや土壌内間隙は飽和ですから、これを考慮して浸透係数
を変化させての絵なのか一定値だとで大分違ってくると思うのです。
一定ですよね。ですからもし載せられるならば一定と書いておかない
と妙に期待されてしまう。我々また提言書案のときに確認致しますの
で、お願い致します。 
 それでは皆さん第三回協議会を閉じたいと思います。その前に事務
局より何かご連絡ございますか。 
 
事務局（後藤）： 
 それでは、最後に事務局より一言ご挨拶させていただききます。 
 今日は年度末の大変忙しい中をお集まりいただきましてどうもあ
りがとうございます。 
 昨年の１１月から三回にわたりまして、貴重なご意見等をいただき
まして本当にありがとうございます。そしてまた今日、提言をいただ
きまして、進行にもありますように、協議会は終わらせていただきま
すが、これから始まりと考えておりますので、総合治水対策よろしく
お願いしたいと思います。後は意見を言ったのにどうなっているのだ
ろうというような関心はあろうかと思います。その辺の成果とか効果
というのをできるだけ発信をさせていただきたいというふうに考え
ていますので、注目をしていただきたいと思います。 
 最後に、事務局に至らない点がありましたことをお詫び申し上げま
して、これで総合治水対策協議会を終らせていただきます。どうもあ
りがとうございました。 
 
事務局（下田）： 
 最後に事務連絡を幾つか致します。本日の議事録につきましては皆
様に先に確認いただきまして、承認いただきましてホームページに掲
載させていただきます。議事録は協議会で用いました資料と共に協議
会報告書として一冊に製本し、後日皆様宛にお送りさせていただきま
す。また、先ほど木本先生よりご提案がございましたが、提言書につ
きましても木本会長と事務局で修正案を作成しお送りいたします。そ
ちらの確認等よろしくお願いします。 
 本日はどうもありがとうございました。 
 
木本会長： 
 それで三回にわたりましたですけれども、これで四日市市総合治水
対策協議会、全て完了致しました。本日はわたくし風邪が抜けきらな
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いでお聞き苦しい発言がありまして、申し訳ございませんでした。そ
れでは活発なご意見、ご協力ありがとうございました。楽しく進行さ
せていただきました。ありがとうございました。 
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